
自
治
会
と
は

　
自
治
会
と
は
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
を
解
決
し
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を

目
指
す
た
め
、
自
主
的
に
組
織
し
運
営
し

て
い
る
住
民
の
自
治
組
織
で
す
。
市
内
に

は
、
現
在
２
２
４
の
自
治
会
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

通
し
て
、
親
睦
を
深
め
な
が
ら
「
住
ん
で

よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
地
域
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

近
年
は「
忙
し
く
て
暇
が
な
い
」「
人
付

き
合
い
が
わ
ず
ら
わ
し
い
」「
役
員
を
や
り

た
く
な
い
」な
ど
の
理
由
で
、
加
入
を
消

極
的
に
考
え
て
い
る
方
が
増
加
し
て
い
ま

す
が
、
地
域
づ
く
り
に
は
、
住
民
一
人
一

人
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
も
し
も
…
」
の
と
き
、
頼
り
に
で
き
る

人
が
近
所
に
い
ま
す
か
？
　
大
規
模
災
害

が
発
生
し
た
直
後
は
、
地
域
住
民
に
よ
る

人
命
救
助
、
消
火
活
動
な
ど
を
速
や
か
に

行
う
こ
と
が
、
被
害
を
よ
り
少
な
く
す
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
地
域

行
事
や
活
動
に
参
加
し
て
、
地
域
の
方
と

の
交
流
を
図
る
こ
と
で
顔
見
知
り
に
な
っ

て
お
く
と
心
強
い
で
す
よ
ね
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
あ
な
た
も
地
域
の

自
治
会
活
動
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

自
治
会
の
活
動
例

① 
防
犯
・
防
災
活
動
へ
の
取
り
組
み

　
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

地
域
内
を
巡
回
す
る
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や

子
ど
も
の
見
守
り
活
動
を
実
施
し
た
り
、

防
犯
灯
を
設
置
し
、
維
持
・
管
理
を
行
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
主
防
災
会

を
組
織
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の

役
割
分
担
を
話
し
合
っ
た
り
、
平
常
時
の

活
動
と
し
て
防
災
資
機
材
の

整
備
や
防
災
訓
練
を
行
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。

②
環
境
美
化
活
動
の
実
施

　
快
適
で
住
み
よ
い
住
環
境
の
た
め
、
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
や

維
持
・
管
理
を
は
じ
め
、
道

路
・
公
園
の
清
掃
、
草
刈
り
や
、

花
い
っ
ぱ
い
運
動
な
ど
地
域
の
環
境
美
化

活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

③
文
化
・
ふ
れ
あ
い
活
動
の
実
施

　
お
祭
り
や
運
動
会
、
子
ど
も
会
、
敬
老

会
な
ど
の
活
動
の
実
施
や
支
援
な
ど
を
通

し
て
、
住
民
相
互
の
ふ
れ
あ
い

や
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
の

世
代
間
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

④
市
政
・
地
域
情
報
の
提
供

　
「
広
報
に
っ
こ
う
」「
市
議
会
か
ら
こ
ん

に
ち
は
」
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
情
報
や
、

自
治
会
か
ら
の
連
絡
や
行
事
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
お
知
ら
せ
を
自
治
会

加
入
各
戸
へ
配
布
・
回
覧
し

て
い
ま
す
。

⑤
地
域
の
発
展
の
た
め
に（
行
政
な
ど
の

パ
イ
プ
役
）

　
道
路
や
排
水
路
の
保
全
、
改
修
な
ど
地

域
の
要
望
事
項
等
を
、
代
表
し

て
市
や
警
察
な
ど
に
お
話
し

し
ま
す
。

自
治
会
活
動
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
！

〜
い
ま
こ
そ
発
揮
し
よ
う
!
　
ご
近
所
の
力
!!
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
し
く
は　
地
域
振
興
課　
市
民
協
働
推
進
係　
☎
０
２
８
８（
21
）５
１
４
７

自治会をもっと知るためには…

　市自治会連合会は「自治会活動ガイドブック」を作成しています。このガ
イドブックには、自治会の役割や組織体制の他、各地域、地区ごとの自治会
活動の特色などが記載されています。
　自治会未加入の方だけでなく、加入している方も自治会のことについて知
ることができます。改めて自治会活動の重要さ、地域コミュニティについて
考えてみてはいかがでしょうか。
　ガイドブックは地域振興課および各行政センター窓口で配布の他、市ホー
ムページからもダウンロードできます。

8広報にっこう
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市
の
防
災
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
に

登
録
し
よ
う

　
市
は
、
市
内
の
気
象
や
地
震
な
ど
の
情
報

を
は
じ
め
、
交
通
情
報
な
ど
の
災
害
関
連
情

報
を
皆
さ
ん
へ
伝
え
る
手
段
と
し
て
、
防
災

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

登
録
方
法
…

○
パ
ソ
コ
ン
か
ら
…http://service.

sugum
ail.co

m
/nikko

-b
o
usai/

m
em
ber/

に
ア
ク
セ
ス　

○
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
…

touroku-nikko-bousai@
sg-m

.jp

ま
た

は
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
空
メ
ー

ル
を
送
信
。
仮
登
録
メ
ー
ル

受
信
後
、
本
登
録
を
し
て
完
了
。

※
登
録
は
無
料
。
通
信
料
な
ど

は
登
録
者
負
担

◎�

防
災
用
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
の
放
送
内

容
を
電
話
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
ま
す

　
防
災
用
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
が
聞
こ
え
づ
ら

い
地
域
の
方
、
放
送
内
容
が
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
方
も
電
話
で
放
送
内
容
が
確
認
で
き

ま
す
☎
０
１
８
０（
９
９
２
）１
８
８（
24
時

間
以
内
）。
通
話
料
金
は
固
定
電
話（
市
内
）

か
ら
は
3
分
９
・
35
円（
税
込
み
）、
携
帯
電

話
か
ら
は
14
秒
11
円（
税
込
み
）で
す
。

　
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
が
で

き
ま
す
。

地震に備える
� くわしくは　総務課　防災対策係　☎0288-21-5166

　　毎年のように世界各地で大きな地震が
発生しており、尊い命が失われています。
過去の災害からの教訓を踏まえ、地震に
備えましょう。

　　地震発生前にできること　　地震発生前にできること

　　いざというときの行動　　いざというときの行動

　　緊急地震速報について　　緊急地震速報について
　緊急地震速報とは、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く
知らせる情報のことです。気象庁は、最大震度が５弱以上と予想された場合に、震度４以上が予想される地
域を対象に緊急地震速報（警報）を発表します。その情報は、携帯電話やスマートフォンにメールでお知らせ
する他、防災用屋外スピーカーや防災ラジオからの放送およびテレビでのテロップ放送などで周知されます。
　ただし、直下型地震や震源に近いところでは速報が間に合わないことがありますので、速報の特徴を理解
することが大切です。

　　　家庭では ・頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる
・慌てて外へ飛び出さない

　　　自動車運転中は
・慌ててブレーキをかけない
・����ハザードランプを点灯し、揺れを感じた
　ら、ゆっくり停止する

　　　鉄道やバスの中では ・つり革や手すりにしっかりつかまる

　　　エレベーターでは ・最寄りの階で停止させすぐに降りる

　　　人が大勢いる施設では �・係員の指示に従い、落ち着いて行動する
・慌てて出口に走りださない

①最低３日分の水や食料の備蓄をしよう 災害発生直後は、支援物資が届くまでに時間がかかることが想定されます。
３日間を自力で乗り越える準備をしておきましょう。

②家の中の安全対策をしよう
家具の転倒防止や、玄関や通路のスペースの確保など、安全に待機や避難が
できるようにしておきましょう。また、火災発生に備えて、消火器の設置も
忘れずに !

③最寄りの避難所などの場所、経路を確
　認しておこう

避難所などの場所は市ホームページから確認できます。自宅近くの避難所や
安全な避難経路を確認し、避難が必要なときに速やかに行動できるようにし
ておきましょう。

「指定緊急避難場所」と
　　　「指定避難所」の違い
　指定緊急避難場所は、災害が発生
した場合や発生の恐れがある場合
に、一時的に避難する場所です。
　指定避難所は、災害の危険性があ
り避難した住民などが、その危険性
が無くなるまで必要な期間滞在し、
または災害により自宅へ戻れなく
なった住民などが一時的に滞在する
ための施設です。
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